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定期監査報告書の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により定期監査を実施しましたの

で、同条第９項の規定に基づきその結果に関する報告書を提出します。 
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令和４年度 定期監査報告書 （その２） 

 

第１ 監査の種別 

  定期監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項） 

 

第２ 監査の対象 

⑴  監査の対象 

   主として、下記の部署に係る財務に関する事務の執行及び経営に関する事業

の管理の状況を監査の対象としました。 

  ア 水道事業会計 

   (ｱ) 上下水道部 

上水道課、浄水施設課 

  イ 下水道事業会計（下水道課が所管する一般会計を含む。） 

   (ｱ) 上下水道部 

下水道課 

  ウ 市民病院事業会計 

(ｱ) 診療部 

 診療科、センター 

(ｲ) 診療技術部 

  薬剤科、放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科、栄養科、 

  臨床工学科 

(ｳ) 看護部 

看護課 

(ｴ) 事務局 

総務課、医事企画課 

(ｵ) 地域医療連携室 

(ｶ) 医療安全管理室 

 

 ⑵ 監査の対象の選定の理由 

   監査の対象の網羅性等の観点から４年を一周期とする実施サイクルに基づき、

監査の対象としました。 

 

第３ 監査の目的と範囲 
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   重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査して、その有

効性を評価するとともに、各種事務事業が関係法令等に準拠して、適正で効率

的かつ効果的に行われているかについて、証ひょう書類等を突合する等監査手

続を通じて検証することを目的としました。 

 

第４ 重要リスク及び監査の着眼点 

   監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を下記のとおり設定しま

した。 

重要リスク 監査の着眼点 

⑴  歳入等に係る事務が適

正に行われないリスク 

ア 各種歳入等の収入事務は、法令等に基

づき、適正に行われているか。 

イ 減免等の処理は、法令等に基づき、適

正に行われているか。 

ウ 債権の管理は、法令等に基づき、適正

に行われているか。 

エ 公金等の取扱いは、一般会計、水道事

業会計、下水道事業会計及び市民病院事

業会計（以下、これらを総称して「各会

計」という。）に係る会計規程等に基づ

き、適正に行われているか。 

オ 各種歳入等に係る区分及び数量等の

管理は、適正に行われているか。 

⑵ 歳出等に係る事務が適

正に行われないリスク 

ア 各種歳出等の支出事務は、法令等に基

づき、適正に行われているか。 

イ 時間外勤務手当及び特殊勤務手当の

算定は、各会計に係る給与の種類及び基

準に関する条例及び一般職の職員の給

与に関する条例及び三田市職員の特殊

勤務手当条例等に基づき、適正に行われ

ているか。 

ウ 各種契約に係る仕様書の作成、相手方

の選定、契約金額の算定、契約の履行確
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認及びこれらに係る関係書類の整備等

は、各会計に係る会計規程及び三田市契

約事務規則等に基づき、適正に行われて

いるか。 

エ 備品・消耗品の購入に係る手続は、各

会計に係る会計規程並びに三田市会計

事務規則及びこれを補完する備品及び

消耗品取扱基準（令和４年４月 会計

課）等に基づき、適正に行われているか。 

オ 補助金等の交付に係る交付要綱等の

整備、交付金額の算定、実績報告の審査

及びこれらに係る関係書類の整備等は、

各会計に係る会計規程並びに三田市補

助金等交付規則及び補助金等見直しガ

イドライン（平成２８年５月 財政課）

等に基づき、適正に行われているか。 

⑶ 財産管理に係る事務が

適正に行われないリスク 

ア 財産の管理は、各会計における会計規

程及び三田市公有財産規則等に基づき、

適正に行われているか。 

イ 備品の管理は、各会計に係る会計規程

並びに三田市会計事務規則及びこれを

補完する備品及び消耗品取扱基準等に

基づき、適正に行われているか。 

ウ その他の資産の管理は、各会計に係る

会計規程に基づき、適正に行われている

か。 

⑷ 各種事務が適正に行わ

れないリスク 

ア 文書の管理は、各会計に係る文書取扱

規程及び三田市文書取扱規程等に基づ

き、適正に行われているか。 

イ 電磁的記録媒体の管理は、各会計に係

る取扱規程及び三田市電子計算機処理

データ保護管理規程、これを補完する電
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磁的記録媒体管理に関する留意事項（平

成１８年１２月 情報推進課）に基づ

き、適正に行われているか。 

ウ 公用車の管理は、庁用自動車取扱規程

等に基づき、適正に行われているか。 

エ 一定のリスクがある事務の実施に係

るマニュアル・様式等の整備・運用は、

適正に行われているか。 

 

第５ 実施した手続の内容 

   監査の実施に当たっては、関係資料の提出を求め、点検・照合するとともに、

これまでの監査、検査、審査の結果を踏まえ、必要に応じて関係職員からの説

明の聴取を実施しました。 

   これらの実施に当たっては、三田市監査基準に基づき行うものとし、監査の

着眼点毎に、内部統制の整備状況及び運用状況確認の観点により監査手続を試

査により実施するとともに、リスクの程度に応じ、試査により実証的監査手続

を実施しました。 

 

第６ 監査の期間 

   令和４年９月３０日から令和５年２月２４日まで 

 

第７ 監査の結果 

   財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理については、概ね適正

に執行されていると認められました。 

   しかし、次に掲げるとおり、一部の事務事業の執行等については、改善等を

要する事項がありました。 

   なお、これらの事項は、監査開始時点のものです。 

 

⑴ 指摘事項 

   別表「令和４年度定期監査（その２）実施による指摘事項状況表」に掲げる

指摘事項については、速やかに、改善等に向けた取組みを行ってください。 

 

⑵ 意見事項（全般的事項） 
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   次に掲げる事項については、監査対象部署はもとより、これらの事項に関係

する他の部署においても、事務事業の執行等にあたり十分に留意されるよう意

見を提出します。 

 ア 歳入に係る全般事項について 

歳入に係る事務処理について、不完全な部分があるものがありました。 

ついては、調定、納入の通知、納期限の設定、減免、督促、督促手数料・

延滞金等の徴収及び滞納処分等歳入に係る事務処理全般に関し、全庁的に各

種法令に照らして点検を行い、適正に執行してください。 

また、「滞納対策の強化」、「受益者負担の適正化」及び「新たな財源の確保」

に向けて、積極的に取り組んでください。 

さらに、収納金等の現金の取扱いについては、事故防止等の観点から現金

取扱基準において各収納金の収納方法に応じた現金取扱業務手順書及び現

金取扱チェックシートを整備・運用することとされていることから、これら

の各段階におけるチェックが十分にできる現金取扱業務手順書及び現金取

扱チェックシートを整備するなど適切に運用されるよう、全庁的に指導を行

ってください。 

 

 イ 歳出に係る全般事項について 

歳出に係る事務処理について、不完全な部分があるものがありました。 

ついては、実施伺、支出負担行為及び支出命令等歳出に係る事務処理全般

に関し、全庁的に各種法令に照らして点検を行い、適正に執行してください。 

 また、「経済性（ムダな経費をかけていないか）」、「効率性（より成果のあ  

がる方法はないか）」及び「有効性（目的にかなっているか）」の向上に、積

極的に取り組んでください。 

 

ウ 財産管理に係る全般事項について 

財産管理に係る事務処理について、不完全な部分があるものがありました。 

ついては、備品台帳、備品整理票、記録媒体管理簿、運転日誌、自動車使

用実績簿等財産に係る事務処理及び公有財産の管理全般に関し、全庁的に各

種法令に照らして点検を行い、適正な管理を行ってください。 

 

エ 事務管理に係る全般事項について 

事務管理に係る事務処理について、不完全な部分があるものがありました。 
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公文書であるにもかかわらず、訂正箇所に訂正印の押印がないものなど不

適切な処理のもの、決裁文書等において情報公開区分、保存期間、簿冊名、

施行日、完結年月日等が記入されていないもの、記載が誤っているものがあ

りました。消耗品の購入においても日付に齟齬があるもの、所要事項の記入

が漏れているもの等がありました。 

ついては、事務経理簿、文書分類表等事務管理に係る事務処理全般に関し、

全庁的に各種法令に照らして点検を行い、適正な管理を行ってください。 

 

オ 内部統制の構築について 

これまでの定期監査等でも指摘等しているところですが、今回の監査にお

いても、一部、不完全な事務処理が見受けられました。 

また、近年においても、不適切な事務処理やこれらに起因するミスが散見

されるなど、市民の信頼を損なう事案が少なからず発生しています。これら

は、財務執行や組織・業務運営における各階層と各組織の内部統制の欠如に

よるものであり、事務の適法性・正確性だけでなく、経済性・効率性・有効

性を確保し、さらに、市民からの厚い信頼を得るためにも、今まで以上にリ

スク管理や内部牽制機能（自主監査）を強化するなど、内部統制の構築に努

めてください。 

 

⑶ 意見事項（個別的事項） 

 次に掲げる事項については、事務事業の執行等において十分に留意されるよ

う意見を提出します。 

ア 市民病院事業会計 

 (ｱ) 時間外勤務手当及び特殊勤務手当について 

三田市民病院に係る職員の時間外勤務及び特殊勤務に係る手当の支給

に当たっては、勤務形態の関係上、システムが導入されずタイムカード

等での勤務管理が行われています。 

時間外勤務手当については、先般、始業前にその日の業務の準備のた

めに働く早出残業などが労働時間として計算されていなかったことから、

伊丹労働基準監督署の指摘を受け、看護師や医療技術者への未払い時間

外勤務手当が支給されたことが報道されました。 

本事案は、電子カルテ利用記録から実際の職員の時間外労働時間とタ

イムカードの記録に相違があることから、遡って調べ、必要な場合は差
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額を支払うよう指導を受けたものでした。 

ついては、当該病院における時間外勤務手当及び特殊勤務手当等の支

給に当たっては、今後同様な事案が発生しないよう取り組むとともに、

適切な労務管理が行われるよう取り組んでください。 

 

 

 

 



令和４年度定期監査（その２）実施による指摘事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

指摘事項 部署名

歳入等関
係

ア
行政財産の
使用許可に
ついて

　三田市民病院事業用行政財産の目的外使用に関する規程第３条により、
行政財産の目的外使用については、行政財産使用許可申請書の提出を受け
た後に、管理者が許可を行うとされているところ、覚書の締結をもって許
可手続が完結したとみなされていることから、申請から許可の一連の手続
がなされていないものがありました。

　行政財産の使用許可について
は、法令等に基づき適正に行っ
てください。

市民病院事業会計

歳出等関
係

ア
業務委託に
係る仕様書
等について

　業務委託の実施に際し、契約書において仕様書に基づき履行することと
なっているところ、仕様書が作成されていないものがありました。

　仕様書等は、契約締結の前に
委託しようとする業務の内容を
具体的に示すものであるととも
に、業務の履行確認にあたって
の基準になるものであることか
ら、適正に作成してください。

下水道事業会計

歳出等関
係

イ

契約等で規
定された書
類の徴取に
ついて

　契約時において徴取することとされている書類について、遅延している
ものがありました。

　契約時に必要とされている書
類については、適切に徴取して
ください。

市民病院事業会計

歳出等関
係

イ

契約等で規
定された書
類の徴取に
ついて

　契約書等において徴取することと規定されている書類について、徴取さ
れていないものがありました。

　契約書等に規定されている書
類については、適切に徴取して
ください。

水道事業会計

歳出等関
係

イ

契約等で規
定された書
類の徴取に
ついて

　契約書等において徴取することと規定されている書類について、徴取さ
れていないものがありました。

　契約書等に規定されている書
類については、適切に徴取して
ください。

市民病院事業会計

歳出等関
係

イ

契約等で規
定された書
類の徴取に
ついて

　契約書等において徴取することと規定されている書類について、日付の
記載が一部欠落しているものがありました。

　契約書等で規定されている書
類については、適切に徴取する
とともに、記載に不備があれ
ば、適切に指導してください。

水道事業会計

区分
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令和４年度定期監査（その２）実施による指摘事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

指摘事項 部署名区分

歳出等関
係

ウ
業務委託に
係る契約書
について

　複数年度にわたる業務委託において、契約日の属する年度から契約満了
年度までの債務負担行為が設定されているにもかかわらず、仕様書に予算
減額等に係る免責規定が記載されているものがありました。

　業務委託に係る契約書等につ
いては、適正に作成してくださ
い。

下水道事業会計

歳出等関
係

ウ
業務委託に
係る契約書
について

　「契約書における留意事項について」（平成２９年３月２２日付契約検
査課長通知）において、同年４月１日以降の契約書の署名捺印欄について
は、地方公共団体としての三田市との契約であることを明確化するため、
「三田市　三田市長　□□　□□」のように表記を統一するよう指導され
ているところ、団体名が省略されているものがありました。

　契約書については、法令等に
基づき適正に記載してくださ
い。

下水道事業会計

歳出等関
係

エ

業務委託に
係る契約の
締結につい
て

　「契約書における留意事項について」（平成２９年３月２２日付契約検
査課長通知）により、「長期継続契約においても原則として自動更新規定
は認められない」とされているところ、契約書に自動更新規定が付されて
いました。

　業務委託に係る契約の締結に
ついては、法令等に基づき適正
に行ってください。

市民病院事業会計

歳出等関
係

オ
検査調書に
ついて

　契約額５０万円以上の業務委託等の業務終了時においては、「修繕工
事、業務委託に関する検査調書について（通知）（平成２５年１２月２７
日付契約検査課長通知）」に基づき検査調書を作成するとされているとこ
ろ、検査調書が作成されていないものがありました。

　検査調書については、法令等
に基づき適切に作成してくださ
い。

市民病院事業会計

歳出等関
係

カ
業務委託に
係る契約手
続について

　三田市民病院事務処理規程別表第３中、「３　事務に関する専決事項」
の項において、「委託の施行及び契約＿２　委託の契約（１件）＿１，０
００万円以上　事務局長」と規定されているところ、専決者と異なる者
（課長）によって承認行為（決裁）がされているものがありました。

　業務委託に係る契約手続につ
いては、適切に行ってくださ
い。

市民病院事業会計

歳出等関
係

カ
業務委託に
係る契約手
続について

　複数年にわたる業務委託を実施するに際し、長期継続契約による契約手
法を用いた場合においては、契約締結に係る支出負担行為書の作成に際し
ては年額（単年度の額）で作成することが職員の行政事務マニュアルで示
され、変更契約においても同様の取扱いをすべきところ、複数年度の契約
額総額を基準として変更支出負担行為書を作成し、契約手続がなされてい
るものがありました。

　業務委託に係る契約手続につ
いては、法令等に基づき適切に
行ってください。

市民病院事業会計
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令和４年度定期監査（その２）実施による指摘事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

指摘事項 部署名区分

歳出等関
係

キ
工事実施に
伴う手続に
ついて

　特記仕様書において、受託者は工事実施に先立ち、事前に材料承諾申請
書を提出し、監督員の承諾を得ることとされているところ、材料承諾に係
る申請書は提出されているものの、監督員の承諾がなされているのか確認
できないものがありました。

　工事実施に伴う手続について
は、法令等に基づき適切に行っ
てください。

水道事業会計

歳出等関
係

ク

修学資金の
貸与に係る
要件確認に
ついて

　三田市民病院医師修学資金貸与条例第２条第１号において「学校教育法
第１条に規定する大学の医学部の学生であること。」と貸与に係る要件が
規定されているところ、医学部の学生であることが確認できないものがあ
りました。

　修学資金の貸与に係る要件確
認については、法令等に基づき
適切に行ってください。

市民病院事業会計

歳出等関
係

ケ

消耗品の購
入・支払い
に係る手続
について

　備品及び消耗品取扱基準５（２）で「５万円未満の消耗品を購入するに
当たっては、消耗品購入伺いにより所属長が認めた係長等が、それぞれそ
の是非を決定する。」、６（２）で「決裁権者は、消耗品の支払いに当
たっては消耗品購入伺い兼取得簿の内容を、それぞれ確認し決定する。」
と規定されているところ、消耗品購入伺い兼取得簿に記載がなく購入され
たものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る
手続については、法令等に基づ
き適正に行ってください。

水道事業会計

歳出等関
係

コ
補助事業の
交付手続に
ついて

　三田市補助金等交付規則第４条に規定された補助金等交付申請書の提出
を受け、同規則第５条第２項に基づく補助金等交付決定通知書が交付され
ているところ、申請日と異なる日付を記載して決定に係る通知が交付され
ており齟齬が生じているものがありました。

　補助金の交付手続について
は、法令等に基づき適切に行っ
てください。

下水道事業会計

歳出等関
係

サ

補助事業の
実績報告の
審査につい
て

　補助金等交付に関する手引（令和２年３月　財政課）において、原則と
して実績報告に係る「決算書又は精算書」には、補助対象経費の支出状況
が確認できる書類（領収書の写し、決算書の支出科目明細など）を添付さ
せて実績報告の内容を審査しなければならないとされているところ、領収
書等を用いての確認がなされていないものがありました。

　補助事業の実績報告の審査に
ついては、法令等に基づき適正
に審査してください。

下水道事業会計

歳出等関
係

サ

補助事業の
実績報告の
審査につい
て

　補助金等交付に関する手引（令和２年３月　財政課）において、原則と
して実績報告に係る「決算書又は精算書」には、補助対象経費の支出状況
が確認できる書類（領収書の写し、決算書の支出科目明細など）を添付さ
せて実績報告の内容を審査しなければならないものとされているところ、
領収書等を用いての確認がなされていないものがありました。

　補助事業の実績報告の審査に
ついては、法令等に基づき適正
に審査してください。

下水道事業会計
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令和４年度定期監査（その２）実施による指摘事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

指摘事項 部署名区分

財産管理
関係

ア
備品の管理
について

　固定資産台帳を補完するものとして、備品及び消耗品取扱基準による備
品台帳を作成しているが、同基準において、廃棄等により管理しなくなっ
た備品は、備品台帳から削除するとともに、廃棄等備品簿を整備し、保存
期間は５年とされているところ、廃棄等備品簿が作成されていませんでし
た。

　備品の管理については、法令
等に基づき適切に行ってくださ
い。

下水道事業会計

公金管理
関係

ア
現金の取扱
いについて

　三田市民病院事業会計規程第１６条第２号に規定された、支払に充てる
ため管理者が別に定めた限度内の現金（＝小口現金）の整理のために用い
る出納簿において、小口現金の補給を行っていたにもかかわらず、月初に
記入されるべき前月繰越欄等への記入がなされておらず、また、所属長の
確認印が漏れているものがありました。

　現金の取扱いについては、法
令等に基づき適切に行ってくだ
さい。

市民病院事業会計

公金管理
関係

イ
切手等の取
扱いについ
て

　切手等については、備品及び消耗品取扱基準に準じて管理が行われてお
り、同基準においては、切手等整理簿を整備し、取得及び使用状況を記載
するとされているところ、繰越を行っていたにもかかわらず、月初に記入
されるべき前月残数への記入がなされておらず、また、所属長の確認印が
ないものがありました。

　切手等の取扱いについては、
法令等に基づき適切に行ってく
ださい。

市民病院事業会計

事務管理
等全般

ア
電磁的記録
媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体につい
ては記録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理す
る電磁的記録媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されてい
ないものがありました。

　電磁的記録媒体の管理につい
ては、法令等に基づき適正に管
理してください。

下水道事業会計

事務管理
等全般

ア
電磁的記録
媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体につい
ては記録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理す
る電磁的記録媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されてい
ないものがありました。

　電磁的記録媒体の管理につい
ては、法令等に基づき適正に管
理してください。

市民病院事業会計

事務管理
等全般

ア
電磁的記録
媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体につい
ては記録媒体管理簿を作成し、記録媒体を作成したときは当該記録媒体の
表面に媒体管理番号、利用業務名、作成期日、作成部署名（作成者氏名）
その他記録内容が識別できる符号等を記載したラベルを貼付することとさ
れているところ、ラベルの貼付がされていない電磁的記録媒体がありまし
た。

　電磁的記録媒体の管理につい
ては、法令等に基づき適正に管
理してください。

市民病院事業会計
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令和４年度定期監査（その２）実施による指摘事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

指摘事項 部署名区分

事務管理
等全般

ア
電磁的記録
媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体につい
ては記録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、同管理
簿上で保有個数がいくつあるのか判別できないものがありました。

　電磁的記録媒体については、
定期的に記録媒体管理簿と照合
する等適正に管理してくださ
い。

市民病院事業会計

事務管理
等全般

イ
文書の収受
について

　三田市水道事業事務処理規程別表第２中、「工事の施行及び契約」の項
において、「５　工事の監督等＿⑷工事の着手及び完成等届出書の受理＿
課長等」と規定され、また、三田市事務処理規則別表第２中、「一般的業
務」の項において、「９　専決事項＿指令、通達、通知、照会、調査、報
告、回答、届出、申請、申告、催告、経由、副申等の決定及びこれらの受
理並びに処理（一般的なもの）＿課長等」と規定されているところ、届出
書について所属長の承認行為（決裁）がないものがありました。

　文書については、法令等に基
づき適正に処理してください。

水道事業会計

事務管理
等全般

ウ
資金前渡に
ついて

　三田市会計事務規則第４５条第５項において、資金前渡を受けた場合、
精算が終わっていない者は、特別の理由のある場合を除いて、重ねて資金
前渡を受けることはできないとされているところ、特別の理由がないにも
かかわらず、重ねて資金前渡を受けているものがありました。

　資金前渡に係る事務手続につ
いては、法令等に基づき適正に
行ってください。

下水道事業会計

事務管理
等全般

エ
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第１０条において所管課に置くことと規定されてい
る事務経理簿について、一般事務用と工事申請用を分けて複数作成してい
ました。

　事務経理簿については、法令
等に基づき適正に作成してくだ
さい。

下水道事業会計

事務管理
等全般

オ
指令番号に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第７号において「指令を令達する場合は、
文書整理記号と番号の間に指令を加え、番号は事務経理簿により会計年度
による一連番号を付けること。」、公示令達に関する規則第２条第８号に
おいて「指令　個人又は法人の申請、願、伺等に対して処分するもの」と
規定されているところ、行政財産使用に係る申請に対して処分（＝許可）
を行うに際し、これによらない番号が付されているものがありました。

　指令番号については、法令等
に基づき適正に記載してくださ
い。

下水道事業会計
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令和４年度定期監査（その２）実施による指摘事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

指摘事項 部署名区分

事務管理
等全般

オ
指令番号に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第７号において「指令を令達する場合は、
文書整理記号と番号の間に指令を加え、番号は事務経理簿により会計年度
による一連番号を付けること。」、公示令達に関する規則第２条第８号に
おいて「指令　個人又は法人の申請、願、伺等に対して処分するもの」と
規定されているところ、行政財産使用に係る申請に対して処分（＝許可）
を行うに際し、指令番号が付されていないものがありました。

　指令番号については、法令等
に基づき適正に記載してくださ
い。

水道事業会計

事務管理
等全般

カ
旅行命令に
ついて

　三田市職員服務規程第６条において「職員は、出張を命じられ、当該用
務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出しなければな
らない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができ
る。」、平成２２年４月５日付人事課長発出「旅行命令簿及び簡易復命書
について（通知）」において「出張を終えて帰庁したときは、速やかに復
命書を所属長に提出することとしていますが、軽易な事項について、口頭
で復命する際には、簡易復命書に記入してください。」と規定されている
ところ、旅行しているにもかかわらず（簡易）復命書がないものがありま
した。

　旅行命令に係る手続について
は、法令等に基づき適正に行っ
てください。

水道事業会計

事務管理
等全般

キ

給与等の支
給に係る事
務手続につ
いて

　勤務状況を示すタイムカード及び特殊勤務手当の算定根拠となる特殊勤
務報告書等において、休暇や特殊勤務に対する所属長の承認印の押印が漏
れているものがありました。

　タイムカードや特殊勤務報告
書等については、勤務状況や給
与等支給に係る根拠資料となる
ことから、法令等に基づき不備
のないようにしてください。

市民病院事業会計
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別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 94

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

今後、三田市民病院事業用行政財産の目的外使用に関する規程に基づき、行政財
産使用許可申請書の提出による許可を行うこととします。

指 摘 内 容

三田市民病院事業用行政財産の目的外使用に関する規程第３条により、行政財
産の目的外使用については、行政財産使用許可申請書の提出を受けた後に、管理
者が許可を行うとされているところ、覚書の締結をもって許可手続が完結したと
みなされていることから、申請から許可の一連の手続がなされていないものがあ
りました。
　行政財産の使用許可については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 行政財産の使用許可について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 95

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

業務委託に係る仕様書については、適正に作成します。

指 摘 内 容

業務委託の実施に際し、契約書において仕様書に基づき履行することとなって
いるところ、仕様書が作成されていないものがありました。

仕様書等は、契約締結の前に委託しようとする業務の内容を具体的に示すもの
であるとともに、業務の履行確認にあたっての基準になるものであることから、
適正に作成してください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 業務委託に係る仕様書等について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 96

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

徴取する書類については十分に確認を行い、遅延することがないよう徹底を図り
ます。

指 摘 内 容

契約時において徴取することとされている書類について、遅延しているものが
ありました。
　契約時に必要とされている書類については、適切に徴取してください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 契約等で規定された書類の徴取について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 97

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

契約書等において徴取することと規定されている書類については、適切に徴取
します。

指 摘 内 容

契約書等において徴取することと規定されている書類について、徴取されてい
ないものがありました。
　契約書等に規定されている書類については、適切に徴取してください。

対象部署等 水道事業会計

対 象 事 項 契約等で規定された書類の徴取について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

改善措置通知

改善措置内容

徴取する書類については十分に確認を行い、漏れが生じないよう徹底を図りま
す。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 契約等で規定された書類の徴取について

令 和 5 年 3 月 10 日

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

指 摘 内 容

契約書等において徴取することと規定されている書類について、徴取されてい
ないものがありました。
　契約書等に規定されている書類については、適切に徴取してください。

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 98



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 99

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

契約書等で徴取することと規定されている書類については、適切に徴取すると
ともに、記載に不備があれば、適切に指導します。

指 摘 内 容

契約書等において徴取することと規定されている書類について、日付の記載が
一部欠落しているものがありました。

契約書等で規定されている書類については、適切に徴取するとともに、記載に
不備があれば、適切に指導してください。

対象部署等 水道事業会計

対 象 事 項 契約等で規定された書類の徴取について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容

業務委託に係る仕様書については、適正に作成します。

指 摘 内 容

複数年度にわたる業務委託において、契約日の属する年度から契約満了年度ま
での債務負担行為が設定されているにもかかわらず、仕様書に予算減額等に係る
免責規定が記載されているものがありました。
　業務委託に係る契約書等については、適正に作成してください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 業務委託に係る契約書について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 100



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容

業務委託に係る契約書については、法令等に基づき適正に記載します。

指 摘 内 容

「契約書における留意事項について」（平成２９年３月２２日付契約検査課長
通知）において、同年４月１日以降の契約書の署名捺印欄については、地方公共
団体としての三田市との契約であることを明確化するため、「三田市 三田市長
□□ □□」のように表記を統一するよう指導されているところ、団体名が省略
されているものがありました。
　契約書については、法令等に基づき適正に記載してください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 業務委託に係る契約書について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 101



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 102

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

次回の契約については、「自動更新規定」を除いた契約書を作成し、契約を取り
交わすこととします。

指 摘 内 容

「契約書における留意事項について」（平成２９年３月２２日付契約検査課長
通知）により、「長期継続契約においても原則として自動更新規定は認められな
い」とされているところ、契約書に自動更新規定が付されていました。

業務委託に係る契約の締結については、法令等に基づき適正に行ってくださ
い。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 業務委託に係る契約の締結について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市契約事務規則に基づく検査調書の作成について徹底を図っています。

指 摘 内 容

契約額５０万円以上の業務委託等の業務終了時においては、「修繕工事、業務
委託に関する検査調書について（通知）（平成２５年１２月２７日付契約検査課
長通知）」に基づき検査調書を作成するとされているところ、検査調書が作成さ
れていないものがありました。
　検査調書については、法令等に基づき適切に作成してください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 検査調書について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 103



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 104

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

決裁区分については、金額等に応じて十分な確認を行い、誤りがないよう徹底を
図ります。

指 摘 内 容

三田市民病院事務処理規程別表第３中、「３ 事務に関する専決事項」の項に
おいて、「委託の施行及び契約＿２ 委託の契約（１件）＿１，０００万円以上
事務局長」と規定されているところ、専決者と異なる者（課長）によって承認行
為（決裁）がされているものがありました。
　業務委託に係る契約手続については、適切に行ってください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 業務委託に係る契約手続について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容

長期継続契約による契約締結に係る支出負担行為書の作成に際しては、行政事務
マニュアルに基づき、当該年度額で作成することを徹底します。

指 摘 内 容

複数年にわたる業務委託を実施するに際し、長期継続契約による契約手法を用
いた場合においては、契約締結に係る支出負担行為書の作成に際しては年額（単
年度の額）で作成することが職員の行政事務マニュアルで示され、変更契約にお
いても同様の取扱いをすべきところ、複数年度の契約額総額を基準として変更支
出負担行為書を作成し、契約手続がなされているものがありました。
　業務委託に係る契約手続については、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 業務委託に係る契約手続について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 105



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容

特記仕様書において、記載されている承諾申請書については、監督員の承諾を
行うなど工事実施に伴う手続きについては、法令等に基づき適切に行います。

指 摘 内 容

特記仕様書において、受託者は工事実施に先立ち、事前に材料承諾申請書を提
出し、監督員の承諾を得ることとされているところ、材料承諾に係る申請書は提
出されているものの、監督員の承諾がなされているのか確認できないものがあり
ました。
　工事実施に伴う手続については、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 水道事業会計

対 象 事 項 工事実施に伴う手続について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 106



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 107

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

修学資金の貸与に係る要件等に関して、三田市民病院医師修学資金貸与条例の
規定等に基づいた適切な事務執行に留意します。

指 摘 内 容

三田市民病院医師修学資金貸与条例第２条第１号において「学校教育法第１条
に規定する大学の医学部の学生であること。」と貸与に係る要件が規定されてい
るところ、医学部の学生であることが確認できないものがありました。

修学資金の貸与に係る要件確認については、法令等に基づき適切に行ってくだ
さい。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 修学資金の貸与に係る要件確認について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容

消耗品の購入・支払いに係る手続については、法令等に基づき適正に行いま
す。

指 摘 内 容

備品及び消耗品取扱基準５（２）で「５万円未満の消耗品を購入するに当たっ
ては、消耗品購入伺いにより所属長が認めた係長等が、それぞれその是非を決定
する。」、６（２）で「決裁権者は、消耗品の支払いに当たっては消耗品購入伺
い兼取得簿の内容を、それぞれ確認し決定する。」と規定されているところ、消
耗品購入伺い兼取得簿に記載がなく購入されたものがありました。

消耗品の購入・支払いに係る手続については、法令等に基づき適正に行ってく
ださい。

対象部署等 水道事業会計

対 象 事 項 消耗品の購入・支払いに係る手続について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 108



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 109

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

当該指摘は、受付印の押印を忘れたために齟齬が生じたものです。今後は、法令
等に基づき適切に事務処理を行います。

指 摘 内 容

三田市補助金等交付規則第４条に規定された補助金等交付申請書の提出を受
け、同規則第５条第２項に基づく補助金等交付決定通知書が交付されているとこ
ろ、申請日と異なる日付を記載して決定に係る通知が交付されており齟齬が生じ
ているものがありました。
　補助金の交付手続については、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 補助事業の交付手続について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 110

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

審査内容を検証し、三田市合併処理浄化槽維持管理補助金交付要綱を改正すると
ともに、法令等に基づき適正に審査します。

指 摘 内 容

補助金等交付に関する手引（令和２年３月 財政課）において、原則として実
績報告に係る「決算書又は精算書」には、補助対象経費の支出状況が確認できる
書類（領収書の写し、決算書の支出科目明細など）を添付させて実績報告の内容
を審査しなければならないとされているところ、領収書等を用いての確認がなさ
れていないものがありました。

補助事業の実績報告の審査については、法令等に基づき適正に審査してくださ
い。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 補助事業の実績報告の審査について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容

補助事業の実績報告の審査については、法令等に基づき適正に審査します。

指 摘 内 容

補助金等交付に関する手引（令和２年３月 財政課）において、原則として実
績報告に係る「決算書又は精算書」には、補助対象経費の支出状況が確認できる
書類（領収書の写し、決算書の支出科目明細など）を添付させて実績報告の内容
を審査しなければならないものとされているところ、領収書等を用いての確認が
なされていないものがありました。

補助事業の実績報告の審査については、法令等に基づき適正に審査してくださ
い。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 補助事業の実績報告の審査について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 111



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容

今後は、備品台帳及び廃棄等備品簿を廃止し、固定資産台帳のみでの運用を行い
ます。

指 摘 内 容

固定資産台帳を補完するものとして、備品及び消耗品取扱基準による備品台帳
を作成しているが、同基準において、廃棄等により管理しなくなった備品は、備
品台帳から削除するとともに、廃棄等備品簿を整備し、保存期間は５年とされて
いるところ、廃棄等備品簿が作成されていませんでした。
　備品の管理については、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 備品の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 112



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 113

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

法令に基づき、月初での前月繰越欄等への記入及び所属長の押印漏れが無いよう
に徹底を図ります。

指 摘 内 容

三田市民病院事業会計規程第１６条第２号に規定された、支払に充てるため管
理者が別に定めた限度内の現金（＝小口現金）の整理のために用いる出納簿にお
いて、小口現金の補給を行っていたにもかかわらず、月初に記入されるべき前月
繰越欄等への記入がなされておらず、また、所属長の確認印が漏れているものが
ありました。
　現金の取扱いについては、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 現金の取扱いについて

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 114

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

法令に基づき、月初での前月残数の記入及び所属長の押印漏れが無いように徹底
を図ります。

指 摘 内 容

切手等については、備品及び消耗品取扱基準に準じて管理が行われており、同
基準においては、切手等整理簿を整備し、取得及び使用状況を記載するとされて
いるところ、繰越を行っていたにもかかわらず、月初に記入されるべき前月残数
への記入がなされておらず、また、所属長の確認印がないものがありました。
　切手等の取扱いについては、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 切手等の取扱いについて

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 115

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

指摘のありました記録媒体については、記録媒体管理簿に記載しました。今後
は、法令等に基づき適正に管理します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
　電磁的記録媒体の管理については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容

記録媒体管理簿に登載されていなかった電磁的記録媒体については、改めて登載
し、適切な管理を行っています。今後は法令に基づき、電磁的記録媒体の適切な
管理を徹底します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
　電磁的記録媒体の管理については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 116



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 117

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

ラベルの貼付がされていなかった電磁的記録媒体について、改めてラベルの貼付
を行いました。今後は法令に基づき、電磁的記録媒体の管理を徹底します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿を作成し、記録媒体を作成したときは当該記録媒体の表面に媒体管
理番号、利用業務名、作成期日、作成部署名（作成者氏名）その他記録内容が識
別できる符号等を記載したラベルを貼付することとされているところ、ラベルの
貼付がされていない電磁的記録媒体がありました。
　電磁的記録媒体の管理については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 118

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

保有個数が複数登載されていたために、保有する電磁的記録媒体の判断が不能と
なっていた記録媒体管理簿について、適切な記録媒体管理簿を改めて作成し、管
理を行っています。今後は、定期的に記録媒体管理簿と照合し、適正な管理を徹
底します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、同管理簿上で保有個
数がいくつあるのか判別できないものがありました。

電磁的記録媒体については、定期的に記録媒体管理簿と照合する等適正に管理
してください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 119

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

三田市水道事業事務処理規程に規定されている届出書などについては、所属長
の承認行為（決裁）を受けるなど同規程に基づき適正に処理します。

指 摘 内 容

三田市水道事業事務処理規程別表第２中、「工事の施行及び契約」の項におい
て、「５ 工事の監督等＿⑷工事の着手及び完成等届出書の受理＿課長等」と規
定され、また、三田市事務処理規則別表第２中、「一般的業務」の項において、
「９ 専決事項＿指令、通達、通知、照会、調査、報告、回答、届出、申請、申
告、催告、経由、副申等の決定及びこれらの受理並びに処理（一般的なもの）＿
課長等」と規定されているところ、届出書について所属長の承認行為（決裁）が
ないものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 水道事業会計

対 象 事 項 文書の収受について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 120

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

資金前渡に係る事務手続については、法令等に基づき適正に行うよう徹底しま
す。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第４５条第５項において、資金前渡を受けた場合、精算が
終わっていない者は、特別の理由のある場合を除いて、重ねて資金前渡を受ける
ことはできないとされているところ、特別の理由がないにもかかわらず、重ねて
資金前渡を受けているものがありました。
　資金前渡に係る事務手続については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 資金前渡について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 121

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

事務経理簿については、一般事務用と工事申請用を分けて複数作成していました
が、二つをまとめて、同一の事務経理簿の使用に改めました。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１０条において所管課に置くことと規定されている事務
経理簿について、一般事務用と工事申請用を分けて複数作成していました。
　事務経理簿については、法令等に基づき適正に作成してください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 事務経理簿について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 122

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

今後は、指令番号については法令等に基づき適正に記載します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１３条第７号において「指令を令達する場合は、文書整
理記号と番号の間に指令を加え、番号は事務経理簿により会計年度による一連番
号を付けること。」、公示令達に関する規則第２条第８号において「指令 個人
又は法人の申請、願、伺等に対して処分するもの」と規定されているところ、行
政財産使用に係る申請に対して処分（＝許可）を行うに際し、これによらない番
号が付されているものがありました。
　指令番号については、法令等に基づき適正に記載してください。

対象部署等 下水道事業会計

対 象 事 項 指令番号について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市文書取扱規程に規定されている指令番号については、同規程に基づき適
正に記載します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１３条第７号において「指令を令達する場合は、文書整
理記号と番号の間に指令を加え、番号は事務経理簿により会計年度による一連番
号を付けること。」、公示令達に関する規則第２条第８号において「指令 個人
又は法人の申請、願、伺等に対して処分するもの」と規定されているところ、行
政財産使用に係る申請に対して処分（＝許可）を行うに際し、指令番号が付され
ていないものがありました。
　指令番号については、法令等に基づき適正に記載してください。

対象部署等 水道事業会計

対 象 事 項 指令番号について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 123



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 124

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

三田市職員服務規程に規定されている復命書など、旅行命令に係る手続きにつ
いては同規程に基づき適正に行います。

指 摘 内 容

三田市職員服務規程第６条において「職員は、出張を命じられ、当該用務を終
えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出しなければならない。ただ
し、軽易な事項については、口頭で復命することができる。」、平成２２年４月
５日付人事課長発出「旅行命令簿及び簡易復命書について（通知）」において
「出張を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出することとして
いますが、軽易な事項について、口頭で復命する際には、簡易復命書に記入して
ください。」と規定されているところ、旅行しているにもかかわらず（簡易）復
命書がないものがありました。
　旅行命令に係る手続については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 水道事業会計

対 象 事 項 旅行命令について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 8 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 125

監 査 結 果
報 告 日

令 和 5 年 2 月 27 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査(その2)

法令に基づき、不備のないよう徹底を図ります。

指 摘 内 容

勤務状況を示すタイムカード及び特殊勤務手当の算定根拠となる特殊勤務報告
書等において、休暇や特殊勤務に対する所属長の承認印の押印が漏れているもの
がありました。

タイムカードや特殊勤務報告書等については、勤務状況や給与等支給に係る根
拠資料となることから、法令等に基づき不備のないようにしてください。

対象部署等 市民病院事業会計

対 象 事 項 給与等の支給に係る事務手続について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 5 年 3 月 27 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 5 年 3 月 10 日 改善措置通知

改善措置内容


